
農園利用方式 貸付方式 農園利用方式

なし あり なし なし

不要
市民農園
整備促進法

特定農地
貸付法

市民農園整備促進法

（農地の権利を取得す
る際に別途農地法等
の手続が必要）

（農地の権利を取得す
る際に農地法等の手

続が必要）

開設に必要な法律の手続

農地の取得方法や市民農園の方式ごとの開設に必要な法律の手続は

以下のとおりです。

農地の取得方法

市民農園の方式

市民農園の施設
整備の有無

法律手続
（農地の権利関係・
転用の手続）

農地の権利を
取得して開設

法律の手続前に
既に借りている農
地で貸付方式の市
民農園を開設する
ことはできません

あり農地以外の土地に市

民農園の施設を整備
する場合や別途農地
転用の手続を行う場合
は「なし」を選択

生産緑地は都市農地貸借

法（特定都市農地貸付け）
を活用可能

注： 図は簡略化してますので、条件によってこれとは異なる法律手続になる場合もあります。

所有している
農地で開設

３


